
【[申告計算結果]欄が0円となる例】

１．見込納付額を決定します。(申告計算結果と同額を見込納付額とするケースです。）

２．[見込納付額確定(複写)]ボタンをクリックして、複写を行います。

３．メニュー502の[20号：市町村民税の税額計算基礎]ＷＳの札幌市の行をダブルクリックして、
　[見込納付額]欄に上記１．の[法人税割額[01]]と[均等割額[02]]の合計金額(4,060,000円)
　が複写されていることを確認します。

４．計算処理(※)を行います。
　　※　見込納付額の算定において、本計算(単体仮計算)を行った場合は、再度、本計算
　　　(単体仮計算)を行います。

５．メニュー705(507)で札幌市の第20号様式を確認すると、[この申告により納付すべき
　市町村民税額]と同額が[⑳のうち見込納付額]欄に表示されて、[差引]欄は0円となります。
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【[申告計算結果]欄が0円となる例】

６．メニュー1003で札幌市の納付書作成画面を確認すると、[申告計算結果]欄の法人税割額
　や均等割額は0円(※１)と表示されます。
　　また、[納付額]欄の金額は変わらないため、「[申告計算結果]欄の金額≠[納付額]の金額」
　となり、納付額は赤字(※２)で表示されます。
　　※１　見込納付額の4,060,000円は、先に均等割額(60,000円)に充当されて、残額
　　　　(4,000,000円)は法人税割額に充当されます。
　　　　　これにより、均等割額や法人税割額に0円が表示されます。
　　※２　納付額が申告計算結果と異なる場合、納付額は赤字で表示されます。
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